
保育所・幼稚園等の
利用について

平成２６年１０月
府中市子ども家庭部保育支援課
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保育所・幼稚園等の利用について

認定の対象となる施設・事業

2



保育所・幼稚園等の利用について

認定の対象となる施設・事業

府中市の認可保育所（公立１６施設・私立２６施設）は全て
新制度の対象施設となります。

府中市の幼稚園（公立３施設・私立１７施設）のうち、２７年度は
公立３施設・私立２施設が新制度の対象施設となります。

保育所

幼稚園
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認定区分 年齢 事由 必要量 利用先

１号認定 満３歳以上 教育を希望 教育標準時間 幼稚園、認定こども園

２号認定 満３歳以上 「保育の必要な事由」に該当し、
保育を希望

保育標準時間
保育短時間

保育所、認定こども園

３号認定 満３歳未満 「保育の必要な事由」に該当し、
保育を希望

保育標準時間
保育短時間

保育所、認定こども園
地域型保育事業

保育所・幼稚園等の利用について

支給認定と３つの認定区分

保護者は、市から支給に係る認定を受ける必要があります。

対象となる施設を利用する場合、

３つの認定区分
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７時 ８時 ９時 １０時 １１時 １２時 １３時 １４時 １５時 １６時 １７時 １８時

保育時間（標準時間認定）

保育時間（短時間認定）

保育所・幼稚園等の利用について

保育標準時間と保育短時間

７時～１８時

８時半～１６時半

保育標準時間

保育短時間

最大１１時間の利用

最大８時間の利用

施設ごとに保育時間を設定

府中市では、全施設で同じ保育時間を設定
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保育所・幼稚園等の利用について

1号認定（幼稚園）利用の流れ

幼稚園に直接利用の申し込みをします

幼稚園から入園の内定を受けます

幼稚園を通じて利用のための認定を申
請します

幼稚園を通じて市から認定証が交付さ
れます

幼稚園と契約をします

１号認定
新制度での
新しい手続き
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保育所・幼稚園等の利用について

２・３号認定（保育所）利用の流れ

市に「保育の必要性」の認定を申請しま
す

市から認定証が交付されます

保育所等の利用希望の申込みをします

申請者の希望、保育所等の状況などに
より、市が利用調整をします

利用先決定後、契約となります

２号認定
３号認定

府中市では、同時に
行っていただきます

新制度での
新しい手続き
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保育所・幼稚園等の利用について

在園中の方（保育所・幼稚園）の流れ

各保育所・幼稚園を通じて認定を申請し
ます（２月頃を予定）

市から各保育所・幼稚園を通じて認定
証を交付します

引き続き保育所・幼稚園を利用します

今年度は、どなたも申請
が必要です
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階層区分 推定年収 現行の保育料

生活保護世帯 － ０円

市民税非課税世帯
(市民税所得割非課
税世帯含む)

～２７０万円 ９，１００円

市民税
所得割課税額
77,100円以下

～３６０万円 １６，１００円

市民税
所得割課税額
211,200円以下

～６８０万円 ２０，５００円

市民税
所得割課税額
211,201円以上

６８０万円～ ２５，７００円

階層区分 利用者負担

生活保護世帯 ０円

市民税非課税世帯
(市民税所得割非
課税世帯含む)

９，１００円

市民税
所得割課税額
77,100円以下

１６，１００円

市民税
所得割課税額
211,200円以下

２０，５００円

市民税
所得割課税額
211,201円以上

２５，７００円

保育所・幼稚園等の利用について

1号認定（幼稚園）の利用者負担 国基準のイメージ
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保育所・幼稚園等の利用について

1号認定（幼稚園）の利用者負担

所得 所得
低 低高 高

後で補助金を交付 市の設定した保育料
を支払う

各園で設定
した保育料
を支払う
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現行制度 新制度

所得に
応じた 所得に

応じた



階層区分 推定年収 現行の費用徴収
基準

生活保護世帯 － ０円

市民税非課税世帯 ～２６０万円 ６，０００円

市民税課税世帯 ～３３０万円 １６，５００円

所得税額40,000円
未満

～４７０万円 ２７，０００円

所得税額103,000
円未満

～６４０万円 ４１，５００円

所得税額413,000
円未満

～９３０万円 ５８，０００円

所得税額734,000
円未満

～１１３０万円 ７７，０００円

所得税額734,000
円以上

１１３０万円～ １０１，０００円

保育所・幼稚園等の利用について

２号認定（保育所）の利用者負担

階層区分 利用者負担額

保育標準時間 保育短時間

生活保護世帯 ０円 ０円

市民税非課税世帯 ６，０００円 ６，０００円

所得割課税額
48,600円未満

１６，５００円 １６，３００円

所得割課税額
97,000円未満

２７，０００円 ２６，６００円

所得割課税額
169,000円未満

４１，５００円 ４０，９００円

所得割課税額
301,000円未満

５８，０００円 ５７，１００円

所得割課税額
397,000円未満

７７，０００円 ７５，８００円

所得割課税額
397,000円以上

１０１，０００円 ９９，４００円

国基準のイメージ

11



階層区分 推定年収 現行の費用徴収
基準

生活保護世帯 － ０円

市民税非課税世帯 ～２６０万円 ９，０００円

市民税課税世帯 ～３３０万円 １９，５００円

所得税額40,000円
未満

～４７０万円 ３０，０００円

所得税額103,000
円未満

～６４０万円 ４４，５００円

所得税額413,000
円未満

～９３０万円 ６１，０００円

所得税額734,000
円未満

～１１３０万円 ８０，０００円

所得税額734,000
円以上

１１３０万円～ １０４，０００円

保育所・幼稚園等の利用について

３号認定（保育所）の利用者負担

階層区分 利用者負担額

保育標準時間 保育短時間

生活保護世帯 ０円 ０円

市民税非課税世帯 ９，０００円 ９，０００円

所得割課税額
48,600円未満

１９，５００円 １９，３００円

所得割課税額
97,000円未満

３０，０００円 ２９，６００円

所得割課税額
169,000円未満

４４，５００円 ４３，９００円

所得割課税額
301,000円未満

６１，０００円 ６０，１００円

所得割課税額
397,000円未満

８０，０００円 ７８，８００円

所得割課税額
397,000円以上

１０４，０００円 １０２，４００円

国基準のイメージ
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保育所・幼稚園等の利用について

２号・３号認定（保育所）の利用者負担

・所得税による階層決定 ・市民税による階層決定

・保育必要量は１区分のみ
・保育必要量により、２区分

の保育料を設定
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現行制度 新制度

標準時間と短時間



保育所・幼稚園等の利用について

利用者負担の切り替え時期

前年度の市民税額に基づく保育料 当年度の市民税額に基づく保育料

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

新制度では、毎年９月が保育料の切り替え時期となります。

９月切り替え
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保育所・幼稚園等の利用について

利用者負担の市の方針

１号認定

２号・３号認定

階層区分

階層区分

利用者負担額

利用者負担額

国基準イメージの階層区分を基に設定

現在の市の階層区分（１７階層）を基に、所得税を
市民税に置きかえて設定

現在の私立幼稚園の入園料や保育料、現在市で
実施している利用者への補助事業を踏まえて設定

標準時間認定は現行の保育料と同水準に設定

短時間認定は現行の保育料の▲１．７％（国基準の
率）を基に設定

３月頃の見込み
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【本資料の問合せ先】
府中市保育支援課コールセンター
℡ ０５７０－００－０４１９

ご清聴ありがとうございました。


